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雇用開発協会補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 岡山市における雇用問題の研究及び労働力の確保のため、予算の範囲内において雇用開発協

会補助金（以下「補助金」という ）を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定め。

るもののほか、岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という ）に。

定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

（補助事業）

（ 「 」 。） 、 。第３条 補助金の交付の対象となる事業 以下 補助事業 という は 次に掲げるとおりとする

( ) 雇用問題の調査・研究のための事業1

( ) 広報宣伝のための事業2

( ) 労務対策のための事業2

（補助事業者）

第４条 補助事業者は、次に掲げる団体とする。

( ) 岡山地区雇用開発協会1

( ) 西大寺地区雇用開発協会2

２ 前項の規定にかかわらず、規則第 条第 項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消20 1

しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して 年を経過していない者は、補助事3

業者としない。

（補助対象経費）

第５条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる

経費（以下「補助対象経費」という ）は、次の各号に掲げるものに限る。。

( ) 調査研究費1

( ) 広報宣伝費2

( ) 労務対策費3

( ) 会議費4

( ) 事務費5

（補助金額）

第６条 補助金額は、前条に定める補助対象経費を合計した額とする。ただし、次の表の左欄に掲げ

る補助事業者ごとに、同表右欄に掲げる額を限度額とする。

補 助 事 業 者 限 度 額

岡山地区雇用開発協会 円732,000

西大寺地区雇用開発協会 円192,000

２ 前項によって得られた額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
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（着手届及び完了届）

第７条 規則第１５条ただし書の規定により、同条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要し

ないものとする。

（補助金等の完了前交付）

第８条 規則第１９条第１項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交

付するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１６年８月２０日から施行する。


